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福島県障がい者相談支援従事者養成研修 研修体系について 

 

1 目  的  本研修は、 地域の相談支援体制の充実に資するため、障がい者（児に係る相談支援従事

者養成研修を実施することで、障害者総合支援法における相談支援事業、児童福祉法にお

ける障害児相談支援事業及び障害福祉サービス事業に従事する人材の養成並びに資質の

向上を図ることを目的とする。 

 

2 受講対象者  障害者総合支援法 （又は児童福祉法に基づく業務に従事する上で、障がい者ケアマネ

ジメントの知識や技術が必要となる行政機関、社会福祉法人、ＮＰＯ法人等の職員であっ

て、以下に該当する者を主な対象者とする 。 

 

ア 相談支援事業所の相談支援専門員として従事する（予定の）者 

イ 令和 2 年度に相談支援従事者養成研修を修了した者で、同現任研修を一度も受講し

ていない者 

（令和 7 年度の現任研修を申し込んでいない者） 

ウ 障がい者ケアマネジメントを担当する市町村等職員 

エ 令和元年度以前に相談支援従事者養成研修を修了した者で、すでに相談支援専門員

の資格を失効した者 

 

3 研修の構造  相談支援専門員は、共通講義＋演習 6 日間＋実地研修 2 回の全日程の受講により修了と

なる。 

 

日 時 内 容 

５/27（火） 事前ガイダンス 

6/7（土）～13（金）の間配信 共通講義（e－ラーニング） 

＊下記日程参照 実地研修① ＊基幹相談支援センター等での実施 

A 日程：7/16（水） B 日程：7/23（水） 演 習 1 日目 

A 日程：7/17（木） B 日程：7/24（木） 演 習 2 日目 

A 日程：7/18（金） B 日程：7/25（金） 演 習 3 日目 

8/1（金）～31（日）の間 実地研修② ＊基幹相談支援センター等での実施 

A 日程：9/10（水） B 日程：9/17（水） 演 習 4 日目 

A 日程：9/11（木） B 日程：9/18（木） 演 習 5 日目 

A 日程：9/12（金） B 日程：9/19（金） 演 習 6 日目 
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福島県障がい者相談支援従事者養成研修 事前課題 

 

1 内 容 

〈事前課題①について〉 

（1）〈研修命令の動機〉～所属機関の長様記入 

（2）〈受講動機〉～受講者の記入 

 

〈事前課題②について〉 

（1）演習では、受講生が県二さんを担当する相談支援専門員になったと仮定し、グループワークを行

っていきます。演習の中で県二さん像を深めるにあたって、あなたはどのような情報が欲しいです

か？また、県二さんに聞いてみたいことはありますか？ 

最低３つは記入をしてください。 

（2）障害者総合支援法・児童福祉法に関する事前学習として、障害福祉サービスについて調べてきて

ください。 

 

2 提出について 

  提出期限  令和 7 年 6 月 20 日（金）当日消印有効 

         ＊提出は、郵送もしくは直接持参でお願いいたします。 

         ＊提出が遅れた場合、受講取り消しとなります。 

  提 出 先  一般社団法人 福島県相談支援専門員協会（郡山市朝日一丁目 29－9） 

 

3 その他 

  障がい者相談支援従事者養成研修演習 1 日目に一部持参願います。 
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福島県障がい者相談支援従事者養成研修実地研修 実施要項 

 

1 目  的  相談支援専門員が基幹相談支援センターの役割を知り、顔の見える関係になることで、

研修後も身近な地域のなかに相談できる場所があることを理解する。 

        研修後も基幹相談支援センターによる相談支援専門員連絡会の定期的な開催、困難事例

への相談・助言、事例検討会等への参加を通して、支援の向上並びに地域における相談支

援体制の構築を図る。  

 

2 研修の構造  相談支援専門員は、共通講義＋演習 6 日間＋実地研修 2 回の全日程の受講により修了と

なる。 

 

日 時 内 容 

6/7（土）～13（金）の間配信 共通講義（e－ラーニング） 

下記日程参照 実地研修① ＊基幹相談支援センター等での実施 

A 日程：7/16（水） B 日程：7/23（水） 演 習 1 日目 

A 日程：7/17（木） B 日程：7/24（木） 演 習 2 日目 

A 日程：7/18（金） B 日程：7/25（金） 演 習 3 日目 

8/1（金）～31（日）の間 実地研修② ＊基幹相談支援センター等での実施 

A 日程：9/10（水） B 日程：9/17（水） 演 習 4 日目 

A 日程：9/11（木） B 日程：9/18（木） 演 習 5 日目 

A 日程：9/12（金） B 日程：9/19（金） 演 習 6 日目 

 

3 対 象 者  令和 7 年度福島県障がい者相談支援（障がいケアマネジメント）従事者養成研修       

受講者 

                

4 研修内容について 

【実地研修①】 

〈内 容〉 

 （1）基幹相談支援センターの役割や業務内容について  

（2）活動地域の地域自立支援協議会の役割や仕組みについて  

（3）活動地域の相談支援の三層構造について 

（4）活動地域の現状と社会資源について  
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〈日時・場所等〉 

基幹相談支援センター 実地研修１の実施日時 開催場所 

会津若松市障がい者総合相談窓口 R7 年 6 月 17 日(火) 

10：00～12：00 

障がい者支援センターカムカム 

喜多方市基幹相談支援センター ウィズ

ピア 

R7 年 6 月 20 日金） 

10：00～12：00 

地域生活支援センターウィズピア 

ふくしま基幹相談支援センター R7 年 6 月 24 日(火) 

 13：30～14：30  

福島市市民センター3 階 303 

伊達市・桑折町・国見町 ※伊達市・桑折町・国見町の受講者は市・町に直接問い合わせてご確認下さ

い。 

さぽーとセンターＴＳＵＢＡＳＡ R7 年 6 月 27 日（金） 

10：00～12：00 

大玉村北部ふれあいセンター 

郡山市障がい者基幹相談支援センター R7 年 6 月 27 日（金） 

14：00～16：00 

郡山市総合福祉センター 

すかがわ地方基幹相談支援センター R7 年 7 月 3 日 (木)  

10：00～12：00 

須賀川市役所 会議室１０１ 

石川地方障がい者基幹相談支援センター R7 年 6 月 24 日（火） 

13：30～ 

エンジェル園コミュニティルーム 

田村・小野基幹相談支援センター R7 年 7 月 8 日（火） 

10：00～12：00 

田村・小野基幹相談支援センター 

三春町 ※三春町の受講者は町に直接問い合わせてご確認下さい。 

東白川基幹相談支援センター R7 年 6 月 16 日（月） 

13：30～15：00 

白河市立図書館 中会議室 1 

基幹相談支援センターけんなん 

相馬地方基幹相談支援センター拓 R7 年 7 月 1 日（火） 

13：30～15：30 

  

基幹相談支援センターふたば R7 年 6 月 27 日（金） 

13：30～15：30 

楢葉町保健福祉会館 

いわき基幹相談支援センター R7 年 6 月 23 日（月） 

9：00～12:00 

中央台公民館 

地域生活支援センターいなわしろ（アド

バイザー） 

R7 年 6 月 18 日（水） 

14：00～16：00 

ばんだい荘 

会津西部基幹相談支援センター R7 年 6 月 18 日（水） 

10：00～12：00 

相談支援事業所ゆきわり荘 

西会津 ※調整中（田部アドバイザー担当） 調整中 

南会津 ※確認中 ※確認中 

＊南会津圏域の方は、会津西部基幹相談支援センターへ問い合わせください。 

＊福島県外の方は、福島県相談支援専門員協会へ問い合わせください。 
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【実地研修②】 

〈内 容〉 

（1）前半の演習の振り返り（振り返り評価シートを用いて） 

（2）事例の見立てと本人ニーズの整理 

 

〈日 時〉 

 令和 7 年 8 月 1 日（金）～8 月 31 日（日）の間で実施 

 

〈その他〉 

①演習で使用した振り返り評価シート・実地研修ワークシート①～⑤を持参し、上記の内容を実施す

る。 

②実地研修②の日時に関しては、実地研修①の際に、担当する基幹相談支援センターと日程調整を行う

こと。 

③基幹相談支援センターと同一法人の受講生は、他地域の基幹相談支援センターによる実施とする。 

 

5 そ の 他   

実地研修に関するお問い合わせは、活動地域の基幹相談支援センターへお願いいたします。 

           


